
茨城県における未収金縮減に
向けた取り組みについて

平成２９年２月２１日（火）

公金の債権回収業務に関する法務研修

総務部行財政改革・地方分権推進室

１ 茨城県の未収金の推移

○ 平成２７年度決算における未収金の構成割合は，概ね県税が５４％，
税外のうち一般会計が１０％，特別会計が３４％，企業会計が２％

○ 未収金全体としては，平成２２年度の約２０９億円をピークに減少傾向

※四捨五入計算により概数

(単位：億円)
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２－１ 茨城県の未収金の状況 ①（県税）

○平成２３年度以降，県税徴収率は５年連続で改善。未収税額も減少。

○ 未収税額の税目ごとの構成割合は，個人県民税７５％，自動車税１５％

(単位：億円)

未収税額 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

個人県民税 104 99 92 84 71 57

自動車税 29 26 22 18 14 11

その他 21 15 11 10 10 8

合計 154 140 125 112 95 76

県税徴収率 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

全国平均 96.0% 96.2% 96.5% 96.9% 97.4% 98.1%

対前年比 -0.1% +0.2％ +0.3% +0.4% +0.5% +0.7%

茨城県（全体） 95.0% 95.3% 95.9% 96.2% 96.8% 97.7%

対前年比 -0.3% +0.3% +0.6% +0.3% +0.6% +0.9%

２－２ 茨城県の未収金の状況 ②（税外）

○ 税外未収金は，平成２６年度，平成２７年度と２年連続で改善。

○ 平成２７年度において，未収金の構成割合は，中小企業高度化資金貸付金・

利子が６割を占める状況となっている。

(単位：億円)
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３ 茨城県の未収金対策関係取組目標

○ 第６次茨城県行財政改革大綱（推進期間：平成２４年度～２８年度）

において，次の目標を掲げて各種取り組みを推進

（１）県税関係
・平成２４年度から平成２８年度の５年間で，県税徴収率を全国

上位水準（９６．９％）に引き上げる。（Ｈ２２：９５．８％）

■平成２７年度実績：９７．７％

（２）税外未収金関係
・平成２４年度から平成２８年度の５年間で，過年度分の未収金を

２０億円回収する。（Ｈ２２：３．８億円）

■平成２７年度末実績：２１．５億円回収（４年間）

４－１ 県税の徴収対策
（１）目標による進行管理

・総務部内に「県税徴収率向上対策本部」を設置し，県全体及び県税事務所
ごとの目標設定と進行管理を実施

・県税事務所に「滞納整理検討会議」を設置し，事務所ごとの進行管理を
実施

（２）効率的な滞納整理体制の構築
・全税目の滞納事案を対象とした地区分担制を基本とする滞納整理の実施

・嘱託職員を配置し，滞納事案の初期整理（文書・電話催告，財産調査）を
集中的・効率的に実施

（３）差押えを中心とした強い姿勢での滞納整理
・工程に従った積極的な滞納整理（工程：文書催告→電話催告→財産調査→

納税交渉→差押・公売）

・現年課税分滞納整理の早期着手の徹底

・給与，預貯金，生命保険等の債権差押の強化

・インターネット公売の実施



４－２ 税外未収金の縮減対策
（１）未収債権対策連絡会議の開催（H19年～)

・未収金の縮減等に向け，関係課間の連携を図り，全庁的な取組を推進する
ことを目的として設置。毎年度，各課の未収債権の取組の現状と今後の対
応について，意見交換（構成課は未収金を有する課：H28年度は27課，
H28.８.19開催）

（２）未収債権回収強化検討会の開催
・各所属の適正な債権管理のために，公金の債権

回収業務に関する法令と実務研修等の研修会を開催。

講師は，弁護士・債権回収会社等で，平成28年度はH28.5.26開催

（３）「債権管理の基本について」を作成（H21年～）
・債権管理全般に関する基本的事項を整理し，各課の債権管理やマニュアル

等を整備する際の基本となる手引きを作成（随時改定）

・各所属においても，マニュアル等を整備し，適切な債権管理・回収を実施

４－２ 税外未収金の縮減対策

（４）債権回収会社への回収業務委託
・債権回収会社（サービサー）と連携して回収業務委託を促進

（平成２８年度委託債権：県営住宅使用料ほか，５債権）

（５）弁護士への法務相談等
・年に数回，県顧問弁護士等への法務相談等を実施

（６）支払督促制度等の法的措置の活用
・滞納事案について，状況に応じて，支払督促制度の活用や，訴えの提起，

即決和解などを実施。

（平成28年第１回定例会報告：訴えの提起：１件，和解：２５件）



４－２ 税外未収金の縮減対策

（７）「時効期間を経過した債権（私債権）に係る権利の
放棄の基準」策定（平成24年度）

・時効期間を経過した私債権について，議会に権利の放棄の議案を提出，
又は知事が専決処分により権利を放棄するための判断基準を策定

「平成２８年第１回定例会：議案７件，専決報告２７件」

（８）「税外未収債権縮減への取組みについて情報公開」
（H28.4～）

・本県の税外収入未済額についての取組状況を行財政改革・地方分権推進室
ホームページで公開

５ 債権回収会社と連携した取組状況

県営住宅使用料をはじめ，現在，５つの債権で債権回収会社
（サービサー）を活用

回収額

(H27実績)

県営住宅使用料 住宅課 1,422千円

母子・父子・寡婦福祉貸付金 子ども家庭課 2,859千円

看護師等修学資金貸付金 医療対策課 378千円

病院診療費 経営管理課 5,625千円

奨学資金 高校教育課 8,492千円

科目名 担当課



６ 税外未収金縮減のための各課の主な取組
【中小企業事業資金特別会計（高度化資金貸付金等）】（中小企業課）

○ 回収増加を図るため，銀行ＯＢを嘱託職員に雇用し，巡回指導を実施

○ 分納回収を行っている貸付先や連帯保証人に対して，毎年度１回以上の財務
状況に応じた分納額の見直し

○ 経営改善を図るため，中小企業診断士等の外部専門家による経営指導

【県営住宅使用料】（住宅課）

○ 納期限内納入意識の向上を図るため，初期滞納者（３ヶ月未納者）に対し，
電話催告及び滞納の原因を把握しての納入指導実施

○ 納入指導員による臨戸訪問指導

【病院事業会計：診療費】（病院局）

○ クレジットカードでの支払い，救急センターにおける24時間会計の実施

○ 入院会計（又は，分納誓約）確認後の退院許可

○ 県外居住者へのコンビニ納付実施

７ 税外未収金の権利放棄等の状況
時効期間を経過した私債権について，議会に権利の放棄の議案を提出，又は

知事が専決処分により権利を放棄する判断基準を策定し，対策を実施。
（H23年度の包括外部監査の指摘を踏まえ策定）

金額（千円） 件数 主な該当基準 主な債権名

H24年度 24,848 37
所在不明，法人不存在，

債務者死亡

中小企業設備近代化資金貸付金

病院事業会計医業未収金

H25年度 14,818 40
所在不明，法人不存在，

少額

中小企業設備近代化資金貸付金

病院事業会計医業未収金

H26年度 7,001 50
所在不明，無資力，

相続人死亡，少額

中小企業設備近代化資金貸付金

病院事業会計医業未収金

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

H27年度 8,766 34

所在不明，法人不存在，

無資力，相続人死亡，

少額

中小企業設備近代化資金貸付金

病院事業会計医業未収金



８ 住宅課と弁護士が連携した取組状況

（１）県住宅課
・サービサーを活用しても，効果がないものについて債権を整理

（２）弁護士
・弁護士から催告書の送付，弁護士による納付相談会の実施

（３）県住宅課
・弁護士からの催告等により，分納申し出のあった債権について

納付指導を実施

９ 税外未収金 今後の取組

○第７次行財政改革大綱中間とりまとめから

・未収債権対策連絡会議を中心として全庁を挙げた取組
＊現在の取り組みの継続・充実（体制・予算確保）

・法的措置も含めた効果的・効率的な回収方策の実施
＊外部専門家との連携による回収事務等の効率化等

・回収困難な債権の放棄等

＊不要な管理コストの発生・拡大防止


